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議案第７４号 

 

 

新ごみ処理施設整備事業に伴う敷地造成工事及びアクセス道路整備工事請負変更 

契約の締結について 

 

 

次のとおり工事請負契約を変更し、締結するものとする。 

 

１ 契 約 の 目 的  新ごみ処理施設整備事業 敷地造成工事及びアクセス道路整備 

工事 

 

２ 契 約 金 額       ７１８，３９２，４００円 

          （変更前 ６９５，３９１，４００円） 

 

３ 契約の相手方  村岡・木内・高橋秋和特定建設工事共同企業体 

          代表者 由利本荘市一番堰１８１ 

              村岡建設工業株式会社 

              代表取締役 村 岡 兼 幸 

 

 

  令和７年３月５日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

新ごみ処理施設整備事業に伴う敷地造成工事及びアクセス道路整備工事の変更契約を

締結するにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第７５号 

 

 

   権利の放棄について 

 

 

 次のとおり権利を放棄するものとする。 

 

  放棄する権利  株式会社鳥海高原ユースパーク貸付金に係る債権 

  放 棄 す る 額  ２７，０００，０００円 

  権利の相手方  由利本荘市矢島町城内字花立６０番地 

           株式会社鳥海高原ユースパーク 

           代表取締役 大 井 仁 史 

 

 

  令和７年３月５日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  権利を放棄するにあたり、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、議会の

議決を得ようとするものである。 
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